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年金は老後の生活を
ささえる時代になりました。
消 費者物価にスラ イドして年金が9 月から
、増 額されました。

最近、国民皆年金とか、福祉元年とかの言葉をよく聞くよ
うになりましたが、現在、国民年金や、厚生年金を受けてい
る方は全国で280 万人にものぼっており、昭和60年には1, 100
万人の方が年金を受給することが見込まれています。
また、ついこの間まで国民年金とか、厚生年金とかい われ

ても、身近なものとは感じられませんでしたが、変動のはげ
しい社会情勢のなかで、年金に非常な関心が寄せられるよう
になり、切実な問題になってきました。
国も国民の期待にそうよう年金制度の改善に努力しており、
今年は年金額の自動スライド措置をとり入れ、9月に繰り上
げて引き上げるなど、これからも一屑の期待がもたれるよう
になりました。
まだ加入していない方、厚生年金などやめたままの方は、

この機会に加入して老後になって年金に加入しておけばよか
ったということのないようにしてください。

国民年金加入のご案内
あなたは加入していますか

◎ 加入しなければならない人
20歳 から59歳までの日本国民で、厚生年金や、共済組合な
どの公の年金に加入していない人。
◎ 希望で加入できる人
サラリーマンの奥さんや、昼間部の大学生など。

より多い年金を希 望する方は
附 加 年金( 加 算年 金) 加 入 を

ふつうの保険料( 1カ月900円、50年1月から1, 100円) に、
400円を上積みしますと、より有利な年金が受けられます。あ
なたも加入して老後のくらしをゆとりあるものにしませんか。
ご希望の方は、印鑑と年金手帳をご用意のうえお近くの区
役所出張所、または国民年金課へ申し出てください。
ただし、5 年年金加入者と保険料免除者はのぞかれます。
受けられる年金額は、保険料を納めた月数に200 円をかけ
た金額です。
( 例) 25 年間納めたとき
一般分　800× 300月× 1. 161( スライド分) =278, 640円
附加分　200× 300月　( スライドなし) =60, 000円

合計=338, 640円

サラリ ーマンの奥さんも
国民年金へ加入を
サラリ ーマ ンの奥 さんは 、ご 主人 が勤務 先で 加入し てい る

厚生 年金 や共済 組 合の年 金であ る程度 老後 の生 活保障 はさ れ

てい ます が、必 ずし も満足 とはい え ません。

ご 夫婦 が豊 かな老 後を過 せ るよう 、今 からで も国 民 年金 に
加入 して 、ご自 分の 年金 をおも ちに なるよ うおすすめし ます。
サ ラリ ーマ ンの奥 さん( 20 歳以上59 歳 未満) は、 ご主 人が厚

生年 金な どに加 入し ている ため国民 年 金は 任意( 希望) 加人と
なり、1年以 上加人 す るだ けで 老齢( 通 算) 年金 がうけられます。

こ れは 、年金 を うけるた めの期 間 をみる うえで配 偶 者期間
( ご主 人 の厚生 年金 などの 加人期 間) も資格 期間 とし て認め

ら れる からで すが、 この配 偶 者期 間と 加入 期間 を合 わせて、60
歳 まで に右の ペー ジの 表( 老齢 年金 加 入期悶 表) の とおり

年齢 によ り一定 の年 救を満 たすこ と が必要 です。

保険料は、1ヵ月900円( 50年1月から1, 100円) で、年金
額は実際に保険料を納めた月数で計算されます。

( 例
)

19年( 通算) +6年( 通算)

=25年
国尺年金から6年分の

通 算& 齡年金

( スライド分)
800円x72ヵ月x1. 161

=66, 874円

加人のr・統は、ご上人の厚生年金被保険者証と印鑑をご川

意のうえ。お近くの出恨所か国民年金課へ巾し出てください。

拠出年金のご案内
★9 月から国民年金引上げ★

――年金額16. 1%スライド――
国民年金では、経済の発展や、生活水準の向 上に合わせて、
少なくとも5 年に一度は年金額などをF 直しするよう法律で
きめられていますが、さらに、昨年の法律改正で、消費者物
価指数が1 年に5% 以 上変動した場合にも、それに応じて年
金額を上下する「物価スライド制」がとり入れられました。
そして、この制度が早速9 月に繰 上げ実施されることにな

り、老齢、障害、母子年金などが、それぞれ16. 1%引き上げ
られました。
引き上げ後の年金額は、下の表のとおりです。

( 昭 和49年9 月から実施)

国民年金の特色
※ 物価につれて、年金額も増額されます。
※ あなたが納めた保険料に、国もその半額を上禎みして積み
たてます。

※ 保険料を納めることが困難のときは免除制度があります。
※ 保険料は、所得控除( 社会保険料) の対象となります。

年金で
し あ わ せ な
老後を

古い未納保険料が今ならさ か
のぼって納められます
国民年金は、年齢によって保険料を納める期間が下の表の
とおりきまっており、この期間に1 ヵ月でも納め忘れがある
と、将来、老齢年金が受けられなくなります。
保険料は、2 年をすぎると時効となり、あとからでは納め
られないことになっておりますが、昨年の法律改正により、2
年をすぎた古い保険料も持例で、次の期間に限って納めら

れます。
将 来、 年金 が受 け ら れないとい

うこ との ないよ う、納 め忘 れの保
険料 はこ の機 会に納めてください。

※ 取 扱期間… 昭和50年12月末日 まで
※ 保険料額… 1ヵ月900円
納める用紙( 国庫金納付111) は、

お近< の 郵便 局に そなえつ けてあ
り ますので ご 利用く ださい。

●老齢年金加入期間表●
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福祉年金のご案内
◎ 　国民年金は、かけ金を納めて受ける拠出年金が基本とな

りますが、日本国民で、この年金制度が始まったとき、す
でに高齢に達していたかた、障害者や母子世帯であったか

たなどのために、福祉年金があります。

○ 福祉年金の種類

◎ 　福祉年金は、かけ金なしで、国が費用を全額負担するの
で、つぎのような所得による支給制限と公的年金受給によ
る支給制限があります。したがって、受給権者本人、配偶
者、扶養義務者のうち、だれかが限度額以上の所得があっ
た場 合は、支給が停止されます。所得制限にかからない場
合でも、受給権者が現に公的年金を受けているときは、そ
の年金の種類により、つぎの限度で支給が停止されます。
( 注) ここに扶養義務者とは、受給権者と同居している子

供達のうち、生計維持の中心者のことです。

○ 所得による支給制限( 昭和48 年中の所得金額)

所得とは　　給与所得の場合　( 収入金額) - ( 給与所得控除額)
その他の所得の場合　( 総収入金額) - ( 必要経費)

○ 公的年金受給による支給制限

○ 老齢福祉年金( 老齢特別給付金) の
請求手続きに必要なもの

( 注) 老齢持別給付金の請求1 続をした人は、70歳になって重ねて

老齢柚祉年金の請求F 続きをする必要はありません。( 70歳に

なった翌月分から、自動的に老齢以祉年金が支給されます。)

年 金をう けるには
年 金をうけるには、受 け る権利 のあ るこ

と を確 認し ても ら わなけ ればなり ません。

こ のた め。年 金を もら う条件 が そろっ
た方は 、年 金の裁定 請 求 昏を提 出し てく

だ さい 。支 給が決 定 され ます と「国民 年
金証 書」 が送付 され ます。

年金の 支払は
老齢年金、通算老齢年金の支払は、

裁定請求のときにご本人が希望した銀
行や郵便局で支払われます。

年金の支払月は
( 1)老齢年金( 国民年金)

3 月、6 月、9 月、11月
但し、障害、母子年金など
3 月、6 月、9 月、12月

( 2)福祉年金　　1 月、5 月、9 月
( 3)通算老齢年金　　6 月、12月

国民年金の保険料が

50年1 月から 変わりま す

国民年金の保険料は、3ヵ月月ごとに納める期限がきまっ

ていて、期限までに納めていただくことになっております。

昨年の法律改正で、年金額が大幅に引上げられたことによ

って、保険料も段階的に引上げられることになっており、昭

和50年1月分から次のように改定されます。

※ 附加( 加算) 年金の保険料( 月額400円) はかわり
ません。

保険料のお支払は
便利な口座振替で

電気、ガス等の自動支払と同様に、金融機関 があなたに変

って、ご指定の預金口座から自動的に保険料を納付するしく

みです。

○取扱金融機関… …銀行・信用金庫・信用組合の本、支店・

農協。( 郵便局は除く。)
○ 振替のできる預金口座…普通預金・当座預金・合同運用指

定金銭信託に限ります。

○ ご家族の預金口座からも振替られます。

手続 きは、

○ あなたの預金口座のある金融機関の窓口へ、国民年金手帳、

預金通帳、通帳に使用している印鑑を持参し、お申し出く

ださい。

納期限はぜひお守り 下さい

保 険料 を納期 限後いつまでも未払いのままにしておきますと。

① あ なたの将 来の 年金を受 け る資格 に関係 して きます。

② 万一 、事故 にあっ たと きなど 、せ っかく の年金 が受け ら

れず 、思 わぬ損 をするこ と があり ます。

このようなことから、ぜひ納期限をお守りください。

保険料を納める方法は

区役所からあらかじめ皆様へ、金額や納める期限などが書

いてある納付癧をお送りします。これにより期限内のご都合
のよいときに納めていただきます。

この納付書で納めるところは、都内の銀行・信用金庫・信

用組合の各本支店、都内の各郵便局、区内の農協、足立区役

所と第二庁舎内にある派出所となっております。つまり、ど

この銀行、郵便局という指定はなく。お仕事先やお住いの近

くで納められます。
納入後の領収証書は、お手数でもあなたの年金手帳の各年

度ごとの頁に貼りつけて保管してください。

保険料が納 ら れないとき は

免除の手続をどうぞ

経済的事情などで、保険料を納めることが困難なときは、

免除制度をご利用ください。

また、生活保護法による生活扶助、障害年金を受けている

かたは、その受給を受けたときにさかのぼって保険料の納付

が免除になります。

免除になれば、その期間の年金額支給は1・になりますが。

年金を戞ける権利は確保されます。

お問合せ
は

お気軽に
足立区役所
国民年金課
( 882) - 1111㈹
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